
関係項目

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町

鷹巣町都市計画
　　　　　　　マスタープラン
　　（平成9年4月策定）

未策定 未策定 -

面積(ha) 32,597 11,280 34,188 37,192

人口(人) 21,478 7,930 7,693 4,254

面積(ha) 161 - - -

人口(人) 6,437 - - -

【委員構成】

　委　　　員

・学識経験者
・町議会議員
・町職員

　 合わせて１０人以内

・学識経験者
・町議会議員
・関係行政機関
　　若しくは秋田県職員
・町の住民
　
   合わせて１０人以内

・学識経験者　７人以内
・町議会議員　５人以内
・町職員　 　 　２人以内

　
-

　臨時委員 若干名 若干名 若干名 -

　専門委員 若干名 若干名 - -

【委員】
　・学識経験者
　・新市の議員
　・秋田県職員若しくは
　  　　　　　　 関係機関職員
　・新市の住民

合併時までに再編する。

委員は、５人以上３５人以内とす
る。ただし、別に臨時委員、専門委
員を若干名置くこととする。

都市計画審議会

　　

　　

協　　議　　事　　項

調　整　の　内　容

都市計画関係事業

１．市町村都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
　　ただし、新市の上位計画策定後調整する。
２．都市計画審議会については、合併時までに再編する。
３．都市計画区域及び用途地域等については、、現行のとおり新市に引き継ぐ。
　　ただし、新市の都市計画マスタープランに基づき調整する。

鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容

人口集中地区（DID）
（平成１２年国勢調査による）

行政区域

具体的な調整内容

説　　　明　　　資　　　料

森吉町都市計画区域
　　　　　　　マスタープラン
　　（平成16年4月策定）

-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況

市町村都市計画マスタープラン

区　　　　　　　　分

都市計画区域マスタープラン
鷹巣町都市計画区域
　　　　　　　マスタープラン
　　（平成16年4月策定）

合川町都市計画区域
　　　　　　　マスタープラン
　　（平成16年4月策定）

現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、新市の上位計画策定
後調整する。
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鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町
具体的な調整内容

説　　　明　　　資　　　料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況

区　　　　　　　　分

区域名 鷹巣町都市計画区域 合川町都市計画区域 森吉町都市計画区域 -

面積(ha) 4,788 3,057 1,009 -

人口(人) 17,864 3,206 3,987 -

　　区域率（％） 14.7 27.1 3.0 -

当初指定年月日 昭和25年6月23日 平成6年8月30日 昭和24年11月8日 -

最終指定年月日 平成13年9月21日 平成6年8月30日 平成元年10月27日 -

第１種低層住宅専用地域 面積(ha) 76 - - -

第２種低層住宅専用地域 面積(ha) - - - -

第１種中高住宅専用地域 面積(ha) 36 - - -

第２種中高住宅専用地域 面積(ha) - - - -

第１種住居地域 面積(ha) 162 - - -

第２種住居地域 面積(ha) 19 - - -

準住居地域 面積(ha) - - - -

近隣商業地域 面積(ha) 19 - - -

商業地域 面積(ha) 28 - - -

準工業地域 面積(ha) 30 - - -

工業地域 面積(ha) - - - -

工業専用地域 面積(ha) - - - -

合計 面積(ha) 370 - - -

昭和52年12月15日 - - -

平成 9年  9月  1日 - - -

54.8 - - -

昭和41年6月10日 - - -

昭和41年6月10日 - - -

◎土地利用に関するもの

現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、新市の都市計画マス
タープランに基づき調整する。

現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、新市の都市計画マス
タープランに基づき調整する。

都市計画区域

当初指定年月日

最終指定年月日

最終指定年月日

用途地域
指定状況

当初指定年月日準防火地域

面積(ha)
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鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町
具体的な調整内容

説　　　明　　　資　　　料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況

区　　　　　　　　分

路線数 13 - 14 -

計画決定延長 （m） 40,020 - 13,472 -

改良済延長 （m） 9,693 - 5,775 -

改良率 （％） 24.2 - 42.9 -
箇　所 1 - 2 -
面積(ha) 0.20 - 0.76 -
箇　所 1 - - -
面積(ha) 24.30 - - -
箇　所 1 - - -
面積(ha) 5.70 - - -
箇　所 - 1 - -
面積(ha) - 212.70 - -
箇　所 1 - - -
面積(ha) 92.00 - - -
箇　所 4 1 2 -
面積(ha) 122.20 212.70 0.76 -
箇　所 4 1 2 -
面積(ha) 34.00 93.60 0.76 -
箇　所 2 - - -
面積(ha) 0.47 - - -

計画排水区域 面積(ha) 362 90 252 -

計画管渠延長 （m） 6,050 - - -

供用排水区域 面積(ha) 161.22 60 149.64 -
箇　所 1 1 1 -
面積(㎡) 21,500 6,000 7,000 -
箇　所 1 - - -
面積(㎡) 0.55 - - -
箇　所 2 - 1 -
面積(ha) 58.3 - 4.2 -
箇　所 0 - 0 -
面積(ha) 0 - 0 -

道の駅　たかのす
<管理：町＞

- -
道の駅　あに
＜管理：町＞

現行のとおり新市に引き継ぐ。道の駅

◎都市施設の整備に関するもの

現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、新市の都市計画マス
タープランに基づき調整する。

土地区画
整理事業

火　葬　場

公共
　下水道

合　　計

開設合計

広域公園

運動公園

街区公園

都
市
計
画
公
園 緑　　地

都市施設以外の都市公園

総合公園

都市計画
　　　道路

現行のとおり新市に引き継ぐ。

公共団体施行
（施行済）

公共団体施行
（施行中）

その他
都市施設

汚物処理場
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